
滋賀県医師協同組合
医療法人経営者の皆様へ

平成２３年１０月版

休業損失補償保険のご案内

滋賀県医師協同組合

保険期間

お問い合わせ先

平成２３年１０月１日午後４時から１年間

加入対象者 滋賀県医師協同組合の組合員である事業主（医療法人）

保険料のお支払い お届け口座からの毎月引落（１２回払）

（注）１就業不能については最長１年補償です。

※この保険は、全国医師協同組合連合会を契約者とする団体契約です。

事業一時休止費用追加補償特約･事業主費用補償特約付所得補償保険

※加入人数により保険料が変更となる場合があります。

（TEL ０７７-５１６-８６６０）

※詳細はご担当の税理士にご相談ください。（今後法改正により変更になる可能性があります。）

（株）ドクターズサポート（TEL ０７７-５１６-８６８０）

毎月26日締切→翌月１日より補償開始（中途加入の場合）
お申込締切日

平成２３年９月２２日（木）



先生が病気・ケガにより就業不能となり休診した場合の医療法人の負担する
下記費用を補償します！！

（１）休診期間中の従業員の給与

（２）地代家賃・医療機器のリース料（固定費部分）

（４）代診の先生の雇い入れ費用

（３）代診の先生の求人広告費

（事業主が事業を再開しなかった場合は、（１）、（２）の費用に対して保険金をお支払いしません）

（１）、（２）については医師の先生が被保険者以外にいる場合には対象となりません。

休業損失補償保険の特長

医師の診査は不要！告知書にてご加入でき
手続きは簡単です。（注）
※告知内容・過去の傷病歴等により、条件付きのご加入となる場合や
ご加入になれない場合があります。

業務中・業務外、国内・国外の病気・ケガによる就業
不能の際の代診医の雇い入れ費用を補償！！
世界中で２４時間補償、幅広い補償で安心です。

病気・ケガにより事業主の先生が事業を休止せざるを得な
い場合に発生する費用（従業員給与・地代家賃・営業機器
賃貸料等）を補償！！

長期の継続加入が可能に。保険金をお受け取りになっても、通算して
１，０００日保険金をお支払いするまで契約を継続できます。

がん、心筋こうそく等の大きな病気等をされて保険金をお受け取りになっても、通算して１，０００日分の保険金が
支払われるまでは、原因となった病気等を対象外(補償対象外、以下同様とします。)とせず、継続できます※ので、
安心して長期に継続加入いただけます。

※７９歳までの方が対象となります。
＊１就業不能に対する補償期間は、１年です。（前の就業不能が終了後、その原因となった身体障害によって６か月以内に再び就業
不能になったときは、後の就業不能は前の就業不能と同一の１就業不能とみなします。）

＊平成15年度（ご加入が平成16年度以降の場合、ご加入年度）のご契約から継続後の契約を通算してカウントします。
【通算支払限度期間に関する特約】

精神障害に起因して被保険者である医師が就業不能になった場合に事業主が負担
する代診医の雇用費用等を保険金としてお支払い致します。
従来、休業損失補償保険では対象外であった気分障害（躁病、うつ病など）、統合失調症、神経衰弱、アルツハイマー、知的障害
などに起因して被保険者である医師が就業不能になった場合の事業主が負担する代診医師雇用費用等を保険金としてお支払致
します。（精神障害拡張補償特約）
※「平成６年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類」Ｆ10からＦ19（精神作用物質使用による精神及び行動の障害：
アルコール依存、薬物依存など）に起因する就業不能はお支払いの対象とはなりません。

保険金のお支払方法等重要な事項は「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。

＜告知の大切さについてのご説明＞
○告知書はお客さま（保険の対象となる方）ご自身がありのままをご記入ください。
※口頭でお話し、または資料提示されただけでは告知していただいた事にはなりません。

○告知の内容が正しくないと、ご契約の全部または一部が解除になり保険金がお受け取りいただけない場合があります。
※「ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと（注意喚起情報のご説明）」を必ずお読みください。

（注）



（１） 加入対象者は滋賀県医師協同組合の組合員である事業主（医療法人）であること。
（２） 被保険者は以下の条件をすべて満たすこと。

①医師の資格を有すること
②事業主であること
③当該事業主体において、当該被保険者の他には医師の資格を有する方がいないこと
（新規加入の場合、満７９歳以下の方（継続契約の場合は満８９歳以下の方）が対象となります。）

（補償限度額：300万/月（20口）まで、平均月額所得の範囲内でお決めください。）
・80歳～89歳の方は60万円/月(4口）まで。
・80歳以上の方は新規加入できません。（79歳までにご加入の方は89歳まで継続して加入できます。）

＊事業主（医療法人）である医師が保険期間中に日本国内・国外において傷害または疾病を被り、その直接の結果と
して就業不能になったときに、
（１）事業主である医師の業務を直接代行する者（代行者）の雇い入れ費用
（２）事業を一時的に休止せざるを得ない場合において発生する下記費用
（イ）事業主が給与等の費用を支払っていた従業員等に対して就業規則等に基づき支出し続ける費用
（ロ）地代家賃および営業用機器等の賃貸料の費用

を保険金として事業主（医療法人）に支払います｡（事業が再開されない場合上記（２）の保険金はお支払いされません。）
＊就業不能期間（支払対象外期間を除きます）が１か月に満たない場合、または１か月未満の端日数が生じた場合は、
１か月を３０日として保険金限度額を日割計算します。
＊お支払いする保険金は「月額補償額×対象期間内における就業不能月数」を限度とします。
＊支払対象外期間に発生した事業主費用、被保険者（保険の対象となる方）との雇用関係がなくなった後に発生した事業主費用に
対しては、保険金をお支払いしません。
＊就業不能とは、被保険者が病気またはケガを被り、その治療のために入院していること、または入院以外で医師の治療を受けて
いることにより、業務に全く従事できない状態をいいます。なお、被保険者が身体障害に起因して死亡した後もしくは身体障害
が治ゆした後は、いかなる場合でも、この保険契約においては就業不能とはいいません。
なお、「入院」とは医師による治療が必要であり、かつ自宅などでの治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の
管理下において治療に専念することをいいます。

＊代行者とは
就業不能となった被保険者の行うべき業務を代行させるものをいい、その被保険者の代行者として認められる
者（医師）１名をいいます。

就業 就業不能期間
（入院および医師の指示による自宅療養）
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払
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保険金支払対象期間

月額補償１５０万円

ご契約開始日
10/1

就業不能
11/5

ご契約満了
10/1

就業開始

対象期間１年※

ご契約期間（保険期間）１年

補償開始
11/9

代診医雇用期間休診期間

支払対象外期間４日、

対象期間１年

月額補償１５０万円に
ご加入の場合

※保険期間中に就業不能が発生した場合、対象期間１年を最長に保険金をお支払いします。（対象期間1年の場合）
※ただし、平成１５年度およびそれ以降の継続契約の保険期間を通算して１０００日がお支払いの限度となります。（平成１４年度契約まで
の保険金支払日数はカウントしません。）

【同一原因で再び就業不能となった場合のお取扱い】
○前の就業不能が終了後、その原因となった身体障害によって６か月以内に再び就業不能になったときは、後の就業不能は前の
就業不能と同一の就業不能とみなし、お支払いは対象期間を限度とします。（因果関係がない異なる原因による場合には、
このかぎりにありません。ただし、重複した場合、重複した期間について重ねて保険金をお支払いしません。

○前の就業不能が終了後、その原因となった身体障害によって６か月を経過した日の翌日以降に再び就業不能となった場合には、
異なる就業不能とみなして新たに支払対象外期間および対象期間を適用します。

○保険金をお支払いする事故が起きた場合、お支払いの内容により、継続契約のお引き受けの条件を制限させていただくことが
あります。




